
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

認証飲食店の          

「ワクチン・検査パッケージ」  

登録受付を 12 月 24 日(金)より開始します 
 

 ワクチン・検査パッケージ制度  

飲食店が、入店者のワクチン接種歴または陰性の検査結果のいずれかを確認することにより、感染拡大時 

（緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等）に飲食店に要請される会食の人数制限を緩和する制度です 

今後、感染拡大時には、会食は同一テーブル４人以下に制限されますが、 

ワクチン接種歴等を確認する「ワクチン・検査パッケージ」の適用により、 

同一テーブル５人以上の会食が認められます 

※営業時間や酒類の提供については、認証店であれば制限が緩和されます 

（ワクチン・検査パッケージの登録とは関係ありません） 

⇒ワクチン・検査パッケージを適用するためには、 

「いしかわ新型コロナ対策認証制度」事務局への登録が必要です 

※登録には、認証店であることが必要です。非認証店は認証申請と併せて登録申請してください。 

 登録から適用までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証制度ホームペー

ジからのオンライン申

請または事務局へ登録

申請書を提出してくだ

さい 

オンライン申請 

https://ishikawa-anshin-

ninsyou.jp/ 

【郵送】 

チラシ裏面の事務局まで 

 

※登録期限はありませんが、登

録には一定の日数が必要なた

め、提出は早めにお願いします 

事務局から送付される

ステッカーを店頭に掲示

してください 

 
※できるだけ認証店のステッカ

ーと並べて掲示をお願いします 

※ステッカー送付には、申請か

ら１０日程度かかります 

感染拡大により、 

会食の人数制限が要請

された時 

 

５人以上のグループに対

し、ワクチン接種歴また

は陰性の検査結果を確認

してください 

 

※平常時や、感染拡大時でも

４人以下の会食では確認不要

です 

 

➊ ➋ ➌ 

 

 



 

ワクチン接種歴等の確認時の注意事項  
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご注意ください＞ 

 

 

 

 

申請・問い合わせ先 

  

   〒


